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我が国の初等中等教育については、そこで学ぶ内容が、それぞれの教科･科目ごとに学校種に応じて国で定めた
学習指導要領に即したものでなければならないということは、ご存知の通りである。昭和31年に初めて施行され
てから、およそ10年ごとの改変を経て、現在は平成21年に告示された現行の学習指導要領が、高等学校の教科

「理科」については、その前年に中央教育審議会から答申された「探究的な学習を重視し、自然科学の複数の領域
を学び、基礎的な科学的素養を幅広く養う」とのポリシーに基づいて策定され、運用されている。平成10年告示
のもの（現行のひとつ前）から、「生きる力の育成」を前面に掲げていて、義務教育である中学校から高等学校等
への進学率が98.4%という今、高等学校で、すべての生徒が身につけるべき素養としてこれを位置付けている。

こうした万人を対象とする教育、すなわち「横並びの教育」は、我が国が戦後の荒廃から立ち直り、世界に伍す
る人材を輩出するのに貢献してきた。小学校の運動会での徒競走でも、順位を競うのではなく、手をつないで一緒
にテープを切るのを良しとする時代がしばらく続いたものである。しかし、科学技術が急速に進展している今、

「世界に伍する」だけではなく、「世界を主導する」科学者･技術者を育成する仕組みが求められているのは間違い
ない。これまでの日本には欠如していた、国内外に埋もれている「出る杭人材」を積極的に発掘し、育成するシス
テムの構築が必要である。そのために、平成18年からの第3期科学技術基本計画では「次代の科学技術を担う人
材の裾野の拡大」との項を設けて、知的好奇心に溢れた子どもの育成と才能ある子どもの個性･能力の伸長を掲げ、
平成23年からの現行の第4期基本計画でもそれを継承し、「理数好きの子ども達の裾野を拡大するとともに、優れ
た素質を持つ児童生徒を発掘し、その才能を伸ばすための一貫した取組を推進する」と、いっそう具体的な表現で
訴えている。

こうした文部行政の動きに呼応して、我が国では数々の「次世代を担う科学者を育てる術
す べ

」が動き始めている。
例えば、平成14年度に始動しているSSH（スーパー･サイエンス･ハイスクール）は着実に成果を挙げ、指定校も
今年度には全高校数の4%に当たる204校にまで増えている。また、平成2年からの国際数学オリンピックへの日
本からの参加に始まって、その後、平成15年から参加の国際化学オリンピック以下、物理、生物、地学、情報の
それぞれの分野の国際科学オリンピックへも代表生徒を派遣し、日本での開催も交えて、生徒の志気を高めるのに
有効に働いている。

上記の国策に即して、JST（(独)科学技術振興機構）では、この科学オリンピックなど各種国際科学技術コンテス
トへの支援のほかにも、「出る杭人材」の発掘と育成のために諸々の事業を展開している。平成23年度に第1回目
を開催して、今年度で4回目を迎える「科学の甲子園」もその一つであり、全国47都道府県から選抜された高校
が、6～8名のグループ単位で、学習指導要領に拘束されない問題や実技に取り組むもので、これも趣旨に即した
成果を着実に挙げている。また、平成20年度から始まった「未来の科学者養成講座」では、公募により採択され
た大学等の実施機関が、理数に卓越した意欲･能力を有する児童生徒に対して大学レベルも視野に入れた学習･研究
環境を提供する趣旨で、通算18大学で実施され、その後平成24年度からは「次世代科学者育成プログラム」と名
前を変えて、高校生対象のメニューAと中学生を対象とするメニューBの二本立てとなった。更に、今年度からメ
ニューAはグローバルの視点に軸足をおいた「グローバル･サイエンス･キャンパス」に改変され、秀でた才能･能
力を有する人材の発掘と育成を目指した活動が着実に進展している。

いわゆる「理科おたく」も含めて、「理科」に格別の思いを抱く児童生徒に生き甲斐を感じてもらうための手立
てとしては、そのほかにも、民間企業による「学生科学賞」や「高校生科学技術チャレンジ（JSEC）」などもある。
どちらも、上位入賞者には米国で開催される ISEF（国際科学技術フェア―）に出場して、国際的なレベルでのコン
テストに挑戦する機会を提供している点でも、極めて意味のある企画と言える。

以上記したように、「出る杭人材」の発掘と育成を意図する企画は、ここ数年で急速にその数を増やし、それぞ
れの特性に応じて児童生徒にとって多くの選択肢が用意されていることは好ましいことである。その一方で、こう
した企画の数多くの運営に関与する者の立場としては、「次世代を担う科学者の育成」という共通のターゲットに
向けて、各々の特徴を活かしながら相互に連携して、長期的視点に基づく体系的なシステムの構築が喫緊の課題で
あろうと考える。

次世代を担う科学者を育てる術
すべ

横浜国立大学　名誉教授　伊藤　卓



1．臓器の移植に関する法律の流れ

日本での臓器移植の歴史は和田移植に始まり、曲折
があった。脳死を人の死と考えることに関する抵抗も
大きく、議員立法として 1996年 12月に提出された

「臓器の移植に関する法律」（以下、臓器移植法）が修
正されて成立したのは1997年6月17日（施行は同年
10月16日）であった。当時の法律では本人の臓器提供
の意思表示がある場合を対象としていたため、法律的
に本人の意思表示が有効と考えられた（民法961条で、
遺言が有効な年齢）15歳以上が対象となった。つまり、
15歳未満の小児は臓器提供者にならないこととなった
のである。そのとき成立した法律には、3年を目途とし
て見直すとされていたが、見直しがないまま、経過し
ていくこととなった。その間も臓器移植を必要とする
患者さんが多く、海外渡航によって移植する患者さん
も後を絶たない状況であった。心臓死下での移植が可
能な腎臓、生体移植が可能な肝臓に比べて、心臓は脳
死下での臓器提供が不可欠であり、小児の小さな体に
成人の心臓を移植することも難しい為、国内で移植を
受けることは全く不可能な状況となっていたのである。

小児からの臓器提供を望む声が高まる中、日本小児
科学会倫理委員会に設置された小児脳死臓器移植検討
委員会が2003年4月26日付で提言を纏めて公表した。
日本小児科学会としては、小児脳死臓器移植を治療法
の一つとして容認するが、その前提として、ドナー・
レシピエントとなる小児の人権を損なうことがないよ
うに、小児の自己意思表明、小児専門移植コーディネ
ーターの育成、被虐待児脳死例の臓器移植を回避する
方策の確立などの環境整備と小児の脳死判定基準の検

討が必要とした。被虐待児脳死例からの臓器移植の回
避に関しては、虐待かどうかの判断が難しく、虐待に
気づくまでにも時間がかかり、脳死状態になってしば
らくしてから虐待の可能性に気づいたり、虐待と判断
することが多いという現実に基づいた判断であった。

その後、法案を提出しようとしていた議員たちは、
勉強会などで小児科学会の意見や虐待に関する意見を
聴取した。その時点では「脳死を人の死」と定める方
向性なども打ち出されていたり、年齢を引き下げる案
なども存在した。被虐待児の扱いに関しては、一般に
は感情的に被虐待児からの臓器提供への拒否感はある
ものの、その根拠は議論が少なく、細かい点の議論は
最後までされなかったと言ってもよい。ただ、小児か
らの脳死下臓器提供を可とするには親の意思での提供
を可能としないわけにはいかない。その際、虐待をし
ていた、もしくは見逃していた親の意図での小児の臓
器提供を可とすることは難しいという意見もあった。

多くの意見を聞いたうえで、議員らは2006年3月31
日にA案とB案を提出した。A案は現在の法律の基礎と
なった案であり、B案はそれまでの法律の内容で年齢を
引き下げる案であった。その後、透明性を高めるため
にやや条件を厳しくするC案、15歳未満の臓器提供に
関して家族と第三者の確認によるとするD案も提出され
たが、棚上げ状態で国会での議論は進まなかった。と
ころが、日本からの渡航移植が多いアメリカなどが海
外からのレシピエントへの移植を制限し始めたことや
国際移植学会が2008年5月2日に出したイスタンブー
ル宣言が2009年にWHOで採択される予定となり、急
速に法律改正の議論が進んだ。イスタンブール宣言と
はドナーになるひとの人身売買や貧困な人々から臓器

58(2) あいみっく　Vol.35-3 (2014)

小児の虐待と
脳死臓器移植

奥山 眞紀子 Makiko Okuyama

国立成育医療研究センター

シリーズ 小児医療
第10回



を買うために富裕国の患者が渡航して移植する所謂移
植ツーリズムの禁止がその目的であった。なお、2009
年のWHO総会は新型インフルエンザで開催期間が短縮
され、その決議は2010年に延期された。

結果として、2009年7月13日に改正法が成立した。
改正時に多くのメディアは、改正臓器移植法は「脳死
は人の死」と規定されていると報じたが、実際にはそ
のような条文はなく、現在でも臓器提供の場合のみ人
の死になると考えてよい。本改正に当たり、附則とし
て、以下が含まれている。そのことから臓器提供の際
に虐待除外を行わなければならなくなったのである。

（検討）
5 政府は、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該

児童から臓器（臓器の移植に関する法律第五条に規定
する臓器をいう。）が提供されることのないよう、移植
医療に係る業務に従事する者がその業務に係る児童に
ついて虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認し、
及びその疑いがある場合に適切に対応するための方策
に関して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置
を講ずるものとする。

2．「臓器の移植に関する法律」の運用に関する
指針（ガイドライン）

1）子ども虐待除外に関して
（1）研究班のチェックリスト

改正案の成立を受け、厚生労働省厚生科学審議会疾
病対策部会臓器移植委員会（以下委員会）に置いて、
施行に向けてのガイドラインの作成が行われた。その
資料とすべく、法律成立直後から平成21年度厚生労働
科学研究において貫井英明山梨大学名誉教授を研究代
表者とする研究班が立ち上がり、分担研究者として山
田不二子先生が子ども虐待の除外方法についての検討
を担当し、水口雅先生らが小児の脳死判定基準の作成
に関しての研究を行った。ただ、今回の法律改正で新
たに加わった親族優先に関しての施行が2010年1月13
日であり、その他が2010年7月13日施行という流れ
が法律で規定されていたため、親族優先に関する議論
が先に行われ、子ども虐待除外の問題は遅れての議論
となった。上記の研究において作成された子ども虐待
除外のためのチェックリストとフローチャートは虐待
によって脳死に至った子どもの除外を対象にしていた
が、後に、委員会において、行政から「虐待を受けた
子どもから臓器提供がないように」ガイドラインを作
るという説明があった。その時点では研究班は終了し
ており、その間に齟齬が生じたのである。
（2）ガイドライン

ガイドラインにおいては別表（図1）のごとく定めら
れた。つまり、脳死下でも心臓死下でも18歳未満のドナ
ー候補に関しては以下の対応が必要とされたのである。

まず、18歳未満の小児からの臓器提供を行える施設

は必要な体制を整えなければならないとされた。その
体制とは、①虐待防止委員会等の院内組織があること、
②児童虐待対応に関するマニュアルが整備されている
ことの2点である。それだけではなく、日頃から可能な
限り虐待の発見に努め、必要な対応をすることが求め
られることが明記された。その上で、臓器提供に関し
ては、主治医が家族に臓器提供の機会があることを告
げる前に院内組織である虐待防止委員会等と情報共有
を図り助言を得ることが必要とされ、臓器摘出の前に
は虐待除外が適切になされているかどうかを施設内の
倫理委員会等の委員会で確認することが求められた。
虐待の疑いがなくても、捜査機関との連携が必要な場
合には捜査機関との連携が必要である点も記載されて
いる。

3．医療における虐待対応

子ども虐待の発見はそれほど容易なものではない。
虐待は常に隠されるからである。虐待者が虐待を隠す
のは当然としても、子どもも虐待されたことを隠す傾
向があり、更に、多くの場合、虐待は密室で行われて
いるために現実がわからないのである。従って、何ら
かの不自然さに気づいて虐待を疑うことが重要となっ
てくる。例えば、少し目を離したすきに3ヶ月の子ども
がベッドから落ちて痙攣したと連れてきた親がいる時、
子どもの救命だけを考えて不自然さに気づかない場合
がある。しかし、寝返りをしない3ヶ月の子どもがベッ
ドから落ちるとしたら、ベッドのどこに寝かせていた
のだろうか、ベッドの高さはどのぐらいだろうか（通
常、90㎝以下の高さからの乳児の落下では命に係わる
重篤な状態にはならないと言われている）などの点に
思いをはせなければ虐待を疑うことはできない。疑わ
なければ子どもを助けることはできないのである。不
自然な傷、不自然な体型（器質的要因によらない成長
障害など）、不自然な説明などに気づくことが求められ
ているのである。

不自然さに気づいても、それを打ち消したくなるの
は医療者の常である。何故なら、多くの医療者は目の
前の親を疑うことに罪悪感をもつからである。しかし、
虐待への対応は親を告発することが目的ではなく、親
や家族を支援して虐待のエスカレートを防ぎ、子ども
の健全な育成を助けることにある。最初の時点で虐待
を見逃すことは子どもに対してのみならず、親に対し
てもケアの機会を逃すことになる。従って、刑事罰と
いう権利制限を行う際の「疑わしきは罰せず」ではな
く、「疑わしきは行動を起こす」が必要となるのである。
医学的に重篤な虐待の可能性を判断するためには、チ
ーム医療が欠かせない。全身状態を把握できる小児科
医、頭部外傷の判断や虐待に特有の骨幹端骨折や肋骨
骨折を適切に判断できる放射線科医、眼底やその他の
外傷性眼障害などを判断できる眼科医、性器の診察が
できる婦人科医などに加え、看護師の観察も必要であ
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るし、心理学的な判断も必要になることが多い。そし
て、児童相談所や地域の福祉・保健との連携を担うソ
ーシャルワーカーや保健師は重要な役割を果たす。臓
器提供病院になるための院内の虐待防止委員会にはこ
のようなチームが必要なのである。チームの眼でみる

ことにより、見逃しが少なくなるだけではなく、チー
ムに相談できることで、主治医が虐待を疑う率も高く
なる。
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図1 虐待除外の指針



4．臓器移植に関する子ども虐待除外

前述のごとく、法律を厳密に適応すれば、虐待によ
って脳死になった小児のみならず、脳死に至る原因は
別にあったとしても、過去に虐待を受けているかどう
かを確認しなければならない。図2および図3は厚生労
働科学研究貫井班でのチェックリストとフローチャー
トを基に、成育医療研究開発費において、山田不二子
先生にその後の委員会の意図を基に改訂していただい
たものである。

図2のチェックリストは概ね通常の虐待判断にも当て
はまるものであるが、（7）の児童相談所・保健所・保
健センター・市町村への照会が困難を来していた。個
人情報であるとの点で、児童相談所等が情報を伝えて
くれないことが続いたからである。そこで、厚生労働
省は調査を行い、「臓器提供施設と児童相談所の積極的
な連携と情報共有について」という通達を出し、児童

相談所の協力が得られるような方向付けを行った。ち
なみに、筆者が所属する病院では、臓器提供の可能性
に関して親に説明する際に、「臓器提供を申し出られた
場合には法律に基づいて虐待の有無を判断しなければ
ならないので、児童相談所等に照会を行うことになる」
ことを告げ、それを含めて意思決定をしてもらい、臓
器提供の意思決定がなされた場合には、児童相談所等
への照会に関する同意書を得ることにしている。

虐待除外が必要とされている中、最初の試みとして
慎重な対応が求められ、偽陽性より偽陰性を排除する
方向が求められた。そのため、実際の虐待対応では、
虐待を疑っても「虐待でなかったらどうしよう」とい
う不安が働くが、臓器提供の場合の虐待除外では、虐
待はないと思われても「虐待だったらどうしよう」と
いう不安が生じるのである。従って、現場の医師とし
てはかなりの戸惑いが生じているのが現状である。
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5．臓器提供の現状

現在まで、脳死下での臓器提供が行われた18歳未満
の小児は6例である。6歳未満が1例、10-15歳が2例、
15-18歳が2例であった。いずれも虐待除外に問題は生
じていない。この数の少なさがどの程度虐待除外の困
難さに起因しているかは明確ではないが、改正法施行1
年後に行った調査では、臓器提供病院になり得る病院
において経験された15歳未満の脳死とされうる状態と
なった小児31例中、虐待除外が困難であると回答され
たのは7例であり、いずれも医学的判断で困難を感じて
いるとのことであった。

しかしながら、小児の臓器提供の困難さは虐待除外
だけではない。実際に経験してみると、臓器提供を決

めると死と判断されるという事実が、親にとって「死
のボタンを押す」という感覚になることがネックであ
ったり、最善の医療が行われていたかが不明という例
がある。

一方、成人を含めた臓器提供の状況を見ると、脳死
下臓器提供は法改正後伸びてきているが、心臓死下で
の臓器提供が減少し、臓器提供者の数には大きな変化
がないのが実情である（図4）。小児の場合、心臓死下
での臓器提供の可能性の提示をするという習慣がなく、
ハードルが高い脳死下での臓器提供にこだわるのでは
なく、心臓死下でも提供できる膵臓、腎臓、眼球、更
には組織としての心臓弁や皮膚の提供を増加させてい
く努力も必要であろう。
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図2 虐待除外のチェックリスト



63(7)あいみっく　Vol.35-3 (2014)

図4 臓器提供者数の推移（年別）
（平成10年〜平成25年）

図3 新マニュアルフローチャート



6．虐待除外以外の問題点

小児の臓器提供に関しては虐待除外に目が向きがち
であるが、その他の問題点も存在する。前述のごとく、
臓器提供をするかしないかで死の時期が異なることも
その一つである。また、障がい児の除外も必要とされ
ている。この点は法律に盛り込まれているわけではな
いが、国会において障がい者からの臓器提供はしない
という立法者の答弁があったことからその除外が必要
となった。その理由としては「拒否の意思表示が困難」
だからとのことであった。しかし、ある年齢以下の子
どもの場合は、もともと拒否の意思表示は困難なので
ある。また、ある事故で障がいを負い、しばらくして
脳死とされうる状態になった時、障がい児と考えるの
かどうかは難しい判断となる。更に、小児の救命救急
システムが整っていない現在、最善の治療を受けたか
どうかで悩む事例も存在する。つまり、小児の臓器提
供に関しては、虐待以外の問題も大きいことを指摘し
ておく必要がある。

7．今後の課題

1）虐待除外に関する課題
（1）虐待除外の必要性

虐待除外がどこまで必要かは議論を更に進める必要
がある。小児でも脳死とされうる状態になったら臓器
提供をすることを選ぶ親子が大半を占めるようになっ
たとしたら、臓器提供をさせないことが却って権利侵
害かもしれない。医師のみではなく社会全体の議論が
必要である。
（2）実際の虐待除外に関して

前述のごとく、小児を虐待から救うための虐待対応
とは異なり、臓器提供の虐待除外ではチェックリスト
やマニュアルに沿って行えることが必要である。現実
の経験や新たな知見を加えて、定期的にチェックリス
トやマニュアルを見直す必要がある。
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2）虐待除外以外の課題
（1）長期脳死の問題

以前から小児の場合には長期脳死の問題が指摘され
ていた。実際に脳死とされうる状態と考えられ、何ら
かの理由で脳死判定に至らなかった小児のケースで数
か月単位もしくは1年近く生存していることもある。無
呼吸テストを含めた脳死判定を行っていないので脳死
と言えるかどうかは問題があるが、この点を明らかに
していくことは課題の一つである。
（2）グリーフケア

小児が脳死状態になるということは周囲への打撃が
非常に大きな状態である。医師は生存への努力や臓器
提供に関する様々な配慮で忙しいが、親やきょうだい
の心理的サポートも非常に重要な問題である。その小
児にとっても周囲にとっても「良き死」「質の高い死」
となるようなサポート体制が求められている。

8．最後に

臓器提供の問題は「小児の死」に関しての我々医療
者の意識を問うていると言っても過言ではない。臓器
提供に限らず、小児の死およびその看取りに関しての
臨床と研究を進めることが必要である。Quality of Life
のみならず、Quality of Deathも十分に考えた医療が求
められている。
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前回R用のメタアナリシスのパッケージとして評価の
高いmetaforを用いたメタアナリシスの実際について
述べた。メタアナリシスで統合される効果指標はさま
ざまであるが、アウトカムが二分変数 dichotomous
variableで表される場合にはリスク比、オッズ比、率差
などが用いられることが多い。これらの効果指標の場
合、各研究から対照群と介入群の分母となる症例数と
アウトカムが生起した症例数、すなわち人数が解析対
象となる。また、アウトカムが連続変数で表される場
合には、各研究の平均値と標準偏差が解析対象となる。

アウトカムが生存などの場合、すなわち時間イベン
ト解析 time-to-event analysisが用いられている場合、
各研究での対照群と介入群の生存曲線の比較はログラ
ンク検定などの方法が用いられていることが多く、生
存期間中央値などとともにP値が提示されている。また、
Cox比例ハザード解析により介入に対するハザード比と
95%信頼区間が提示されていることもある。個別研究
の生存分析の結果の提示法はさまざまであるが、これ
らをメタアナリシスで統合する場合はハザード比を統
合するのが一般的である。したがって、各研究からハ
ザード比とその標準誤差または分散のデータを抽出す
る必要があり、これらの値が記述されていない場合に
は、提示されている他のデータから算出する必要があ
る。

ハザード比とは

ハザード比hazard ratioはリスク比と類似した概念で
ハザード率hazard rateの比である。ハザード率は、あ
る一定期間で死亡などのイベントの発生する率であり、
期間を短くしていくと瞬間におけるイベント発生率を
表すことになり、生存曲線の接線の傾きに相当する。
どれくらい速くイベントが発生するかを表す指標であ
る。単にハザードあるいはリスクと呼ばれることもあ
る。

図1に示すように、死亡というイベントが時間の経過
の中で少しずつ生起していく場合、生存率はイベント
が生起する時点ごとに下降していくことになる。ハザ
ード率はl=dS/dtで表され、dS =( ti+dtで生じるイベ
ント数)/(ti時点のリスク人数)を意味する。リスク人数と
はその時点でイベントフリーの人数のことであり、分
母に相当する。もし、1日を単位として表すと、ハザー
ド率lは次の1日でイベントが起こる確率を表わすこと
になる。ハザード率が大きいほど生存曲線は急速に下
降し、イベントが速いスピードで起きていくことを表
し、逆に小さければ生存曲線はなかなか下降せず、イ
ベントはゆっくりと起きていくことを表す。

ハザード比はこのハザード率の比であり、2つの介入
の生存に及ぼす効果を比較する場合、ハザード比が指
標として用いられる。もし、対照に対してある介入が
生存を改善する、すなわち生存を延長する効果がある
とすると、ハザード比は1より小さな値となる。

比例ハザードが成立する場合、ある特定の時間tにお
ける介入群と対照群のイベントフリーの人数の差は次
の式で表される。なお、HRはハザード比を示す：
exp[ln(対照群のイベントフリーの割合)×HR] -対照群の
イベントフリーの割合

ハザード比を効果指標とした
生存分析のメタアナリシス

森實　敏夫
Toshio Morizane

公益財団法人日本医療機能評価機構

客員研究主幹

東邦大学医学部　客員教授

シリーズ
第30回

図1 ハザード率

縦軸は累積生存率、横軸は時間
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また、介入群と対照群の生存期間中央値の差は次の
式で表すことができる：
対照群の生存期間中央値÷HR - 対照群の生存期間中央
値

ログランク検定の概略

ログランク検定では、イベントが生起した時点で図2
に示すような計算を行い、ログランクカイ二乗値
χ 2

logrankから、P値を求め2群間の生存に有意差があるか
どうかを検定する。

多くの研究では、P値、観察されたイベント総数O1,
O2が記述されているが、ハザード比やその信頼区間は
記述されていない場合もある。そのような場合でも、
後で述べるように論文中に記載されている他のデータ
からハザード比とその標準誤差を算出することが可能
である。

また、ハザード比は自然対数に変換することによっ
て、その分布が正規分布に近似することを前提に信頼
区間が算出されている。ハザード比の自然対数の分散
はV*=1/E1 + 1/E2であり、その平方根が図2に示すよう
に標準誤差に相当する。一方、いわゆるログランク分
散V=1/V*であり、これら2つは逆数の関係にある。

ハザード比のメタアナリシス

ハザード比をメタアナリシスで統合する場合、その
分散で重みづけした平均値を計算する。固定効果モデ
ルであるPetoの方法では、研究からログランク検定の
イベントの観察数Oと期待数Eおよびログランク分散V
を求め、それらを以下の式で統合する。Sは総和を意味
する：
HR統合値=S(O–E)/Sログランク分散

ハザード比と95%信頼区間が記述されているような
場合、それらの値から、ハザード比の自然対数とログ
スケール上の分散を算出できる。その場合は、分散逆
数による方法 inverse variance methodで次の式で統合
することができる:
HR統合値={S[ln HR/ln HRの分散]}/S[1/ln HRの分散]

metaforによるメタアナリシス

前回紹介したmetaforでは効果指標の値と標準誤差
または分散からのメタアナリシスがサポートされてい
る。rma( )関数を用いて ln HRとその標準誤差からメタ
アナリシスを実行することができる。

一例として、肝細胞癌の肝動脈化学塞栓療法（TACE,
trans-arterial chemoembolization）を保存的治療と比
較したランダム化比較試験のメタアナリシスを行って
みる。データはMicrosoft Excelで準備した図3に示す
ものである。ハザード比の自然対数とログスケール上
の標準誤差、すなわち上記のV*=1/E1 + 1/E2の平方根
の値を各研究のデータから算出した。author, nt, nc,
yi, seiのラベル名はRで変数名として使用されるので、
変更せずこのまま用いる必要がある。
Rを起動して、metaforを読み込み、Excelで必要な

データ範囲を選択して、コピーし、Rのコンソールに以
下のように記述して、変数datにデータを格納する。な
お、attach(dat)を実行前の状態では、dat$yiで yiの配
列、すなわちハザード比のデータを参照しなければな
らないが、これを実行することで、yiだけで参照できる
ようになる。そのため、 rma( )関数の引数として
rma(yi=dat$yi, sei=dat$sei, method=”REML”)と記述
しなくてもよくなり、下記のようなシンプルな記述が
可能になる。また、attach(dat)実行後元に戻すには
detach(dat)を実行すればよい。

図2 ログランク検定およびハザード比HRと信頼区間の計算

群1を対照群、群2を介入群とする。イベントが生起した時点tで、対照群および介入群でイベントが生起した人数をat、ctで、その合計をrtで、イベント
が生起していない人数をbt、dtで、その合計をstで表し、at + btをn1t、ct + dtをn2tで表す。各群のイベント生起期待数E1t、E2tは図中の式で算出する。す
べてのイベントが生起した時点でのE1t、E2tおよびat、ctを求め、それらの総和をE1、E2、O1、O2として算出しそれらからログランクカイ二乗値χ 2

logrankを
算出する（自由度df=1）。さらに、ハザード比とその自然対数 lnの標準誤差SEを算出し、95%信頼区間を算出することができる。



dat=read.delim(”clipboard”, sep=”¥t”, header=TRUE)
続けて以下のスクリプトを実行すると、フォレスト

プロットとFunnel plotが表示される。
attach(dat)
res=rma(yi,sei,method="REML") #Restricted maximum
likelihood method
dev.new() #新しいウインドウに
プロットする
forest(atransf=exp, res) #対数変換した値を
Exponentialで戻す。
dev.new()
funnel(res)
rma( )関数では、ランダム効果モデルによるメタアナ

リシスが実行される。得られたプロットを図4に示す。
なお、Excelでコピー操作を行って、データをクリッ

プ ボ ー ド に コ ピ ー し た あ と 、 Rの コ ン ソ ー ル に
dat=read.delim(”clipboard”, sep=”¥t”, header=TRUE)
のスクリプトを直接入力する必要があることを前回述
べたが、Rでは上向き矢印キー↑を押すと、一度実行し
たスクリプトの各行を順次表示させることができる。
これを利用すると、上向き矢印キーでこのスクリプト
がコンソールに表示されたところで、Excelに戻り、必
要なデータ範囲を選択して、コピーして、Rのコンソー
ルに戻って、そのままEnterキーを押すとスクリプトが
実行され、変数datにクリップボードのデータが格納さ

れる。この機能を利用すると、このスクリプトをRエデ
ィターに書き込んで、選択して実行し、エラーが起き
ても無視して、上向き矢印キーで同スクリプトを表示
させることで実行できることになり、コンソールに直
接書き込む必要がなくなる。

ハザード比と標準誤差の抽出

上記の解説で、各研究からハザード比と標準誤差の
データを抽出できれば、メタアナリシスは容易にでき
ることが分かっていただけたと思う。メタアナリシス
の対象となるそれぞれの研究の生存分析の結果の記述
はさまざまで、追加の計算が必要な場合も多い。とき
には、Kaplan-Meier生存曲線の図から読み取らなけれ
ばならない場合もある。それらの方法については、
Parmarら 1）の論文が広く参照されており、コクランレ
ビューでも用いられている。より最近2007年に発表さ
れたTierneyら 2）の論文は包括的な内容で、ほとんどの
場合に対応できる方法が述べられている。以下に
Tierneyらの論文に記述されている方法を紹介する。計
算自体はExcelで実行可能である。
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図4 ハザード比のメタアナリシスの結果の一例

フォレストプロット（左）とFunnel plot（右）

図3 ハザード比のメタアナリシスのためのデータ

yi、seiが各研究から抽出・計算したハザード比の自然対数と標準誤差である。なお、ラベルの部分は今回使用しない。
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1．ハザード比の95%信頼区間がわかっている場合
ハザード比の95%信頼区間の上限値と下限値が記述

されている場合、これら 2つの値から ln HRと SE(ln
HR)を算出するには、まずこれら2つの値の自然対数を
求め、その平均値を算出する。これが ln HRに相当す
る。
ln HR = (ln HRup + ln HRlow)/2

次に、図2の95%信頼区間の式から、標準誤差SE(ln
HR)=[(ln HRup - ln HRlow)/(2×1.96)]で求められる。ハザ
ード比の自然対数の分散V*=[(ln HRup - ln HRlow)/(2×
1.96)]2で標準誤差の 2乗である。ログランク分散
V=1/V*で求められる。

また、介入群のイベント生起観察数Oとイベント生
起期待数Eおよびログランク分散VとHRの関係は次の
式で表される。
HR=exp[(O– E)/ロ グ ラ ン ク 分 散 V] ま た は ln
HR=(O–E)/ログランク分散V

この式に基づいて、O–E=ln HR×ログランク分散V
を求めることができる。

これらをExcelで計算する表を図5に示す。ハザード
比は95%信頼区間から計算しているため、有効桁数の
関係で、論文中に記載されている値とは若干の誤差が
出る可能性がある。

2．ログランク検定のイベント観察数と期待数が
分かっている場合
図 2に 示 す ハ ザ ー ド 比 HRの 計 算 式 に 従 い 、

HR=(O2/E2)/(O1/E1)で計算し、その自然対数 ln HRを
ExcelのLN( )関数で計算し、ln HRに対する分散V*を
1/E1+1/E2、HRの分散V、ここではログランク分散と呼
ぶ、はその逆数、そして ln HRの分散の平方根をExcel
のSQRT( )関数で計算することで、ln HRの標準誤差が
得られる（図6）。

3．ハザード比と介入群と対照群のイベント観察数
が分かっている場合
ハザード比が記述されているが、信頼区間の記述が

なく、介入群と対照群のイベント観察数、すなわちO1,
O2が分かっている場合にはログランク分散 V=(O1×
O2)/(O1+O2)の近似式でVを求め、その逆数として ln HR
の分散を求め、その平方根として ln HRの標準誤差を算
出することができる（図7）。ただし、この方法が適用
できるのは、2群の割り付けが1：1で行われた場合だ
けである。

若干の誤差が生じるがこの近似式を用いてもほぼ同
じ標準誤差の値が得られた（図7）。

図6 ログランク検定のイベント観察数と期待数からの計算

カラムD, E, F, Gの該当するセルにカラムH, I, J, Kの式が入力されている。

図5 ハザード比の95%信頼区間からの計算

カラムD, E, F, Gの該当するセルにカラムH, I, J, Kの式が入力されている。カラムGは ln HRとSE(ln HR)に基づいて95%信頼区間を計
算し、Exponentialに変換してハザード比とその95%信頼区間を表示している。

図7 ハザード比と介入群と対照群のイベント観察数からの計算

カラムD, E, F, Gの該当するセルにカラムH, I, J, Kの式が入力されている。



4．ハザード比と介入群と対照群を合わせた全体の
イベント観察数が分かっている場合
ハザード比と介入群と対照群全体のイベント観察数

が分かっている場合には、ログランク分散V=全体のイ
ベント観察/4の近似式でVを求め、その逆数として ln
HRの分散を求め、その平方根として ln HRの標準誤差
を算出することができる（図8）。イベント観察数とい
うのは、経過観察中に実際にアウトカムのイベントが
生起した例数である。ただし、この方法も適用できる
のは、2群の割り付けが1：1で行われた場合だけであ
る。

5．2群の例数が異なる場合でハザード比と介入群と
対照群を合わせた全体のイベント観察数が分か
っている場合

ハザード比と介入群と対照群全体のイベント観察数が
分かっていて、2群の例数が同じでない場合には、ログ
ランク分散V=全体のイベント観察数×介入群総例数×対
象群総例数/（介入群総例数×対象群総例数）2 でVを求
め、その逆数として ln HRの分散を求め、その平方根と
して ln HRの標準誤差を算出することができる（図9）。
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図8 ハザード比と介入群と対照群全体のイベント観察数からの計算

カラムD, E, F, Gの該当するセルにカラムH, I, J, Kの式が入力されている。

図9 2群の例数が異なる場合のハザード比と介入群と対照群を合わせた全体のイベント観察数からの計算

カラムD, E, F, Gの該当するセルにカラムH, I, J, Kの式が入力されている。

図10 介入群と対照群それぞれのイベント観察数とP値からの計算

カラムD, E, F, Gの該当するセルにカラムH, I, J, Kの式が入力されている。

図11 2群の例数が異なる場合でハザード比と介入群と対照群を合わせた全体のイベント観察数とP値からの計算
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6．介入群と対照群それぞれのイベント観察数と
P値が分かっている場合

ログランク検定、Mantel-Haenszel検定あるいはCox
回帰のP値と介入群と対照群それぞれのイベント観察数
が分かっている場合には、O–E={√[O1×O2/(O1 + O2)]×
両側P値÷2に対するz値}を算出し、介入群と対照群の
イベント観察数、すなわちO1, O2からログランク分散
V=(O1×O2)/(O1+O2)の近似式でVを求め、その逆数とし
て ln HRの分散を求め、その平方根として ln HRの標準
誤差を算出することができる（図10）。この方法が適用
できるのは、2群の割り付けが1：1で行われた場合だ
けである。

この方法を用いる場合は、P値は正確な値でなければ
ならない。また、片側P値の場合には、2で割り算せず
そ の ま ま の 値 に 対 す る z値 を 用 い る 。 Excelで は
normsinv( )関数を用いることでz値を計算することが
できる。

また、O–Eの値の正負については、死亡のような悪
いアウトカムが減少することをハザード比が1よりも小
さい値で示そうとするのか、再発のような悪いアウト
カムが増加することをハザード比が1より大きい値で示
そうとするかによって、逆になる。図10に示す計算表
では、その両方の例を示している。図10の上段の例の
ハザード比の逆数は1/0.662134=1.510268で下段の
例のハザード比と同じになる。したがって、ln HRの値
は正負が逆になる。また、O–Eの値を正負逆になるよ
うにしてある。

7．2群の例数が異なる場合でハザード比と介入群と
対照群を合わせた全体のイベント観察数とP値
が分かっている場合
O–E={√[全体のイベント観察数×N1×N2 ]/(N1 + N2)

}×両側P値÷2に対するz値を算出し、介入群と対照群
の総症例数、すなわちN 1, N 2からログランク分散
V=(全体のイベント観察数×N 1×N 2)/( N 1+ N 2)2の近似
式でVを求め、その逆数として ln HRの分散を求め、そ
の平方根として ln HRの標準誤差を算出することができ
る（図11）。

8．Kaplan-Meier生存曲線から読み取る場合
上記のいずれのデータも記述されておらず、Kaplan-

Meier生存曲線のグラフがある場合、グラフから介入群
と対照群のイベント観察数を読み取って、上記のいず
れかの方法に当てはめることが可能である。Kaplan-
Meier生存曲線はイベントが生起した時点で、階段状に
下降する。それまでの期間の間に生じた打ち切り例は
その期間中は生存していたとみなし、イベント生起し
た時点の分母すなわちリスク人数number at riskから
は差し引かれる。たとえば、50人で6か月の時点まで
に2人打ち切りとなり、6か月の時点で3人死亡した場
合、6か月までの生存率は打ち切りが生じた時点では、
変えない。6か月の時点で死亡が3人発生した時点の生

存率を計算する際には、分母は50-2=48人とし、分子
は48-3=45人とする 3）。したがって、3人の死亡が生起
した時点での生存率は45÷48=0.9375となる。6か月
から次の期間の分母すなわちリスク人数は45人で、そ
の期間の生存率は途中で打ち切りが生じても次の死亡
が生起するまでは0.9375のままである。この点に留意
して観察期間中に何例の死亡が生起したかを読み取る
ことができればそれらをO1, O2として用いることがで
きる。

最後に

ハザード比をメタアナリシスで統合しようとすると、
研究ごとにデータの提示が異なることが障壁となる。
しかし、今回紹介した方法のどれかで対処できるはず
である。今回の例のデータからも明らかなように、ど
の方法でも算出されるハザード比とその標準誤差の値
は非常に近似しており、どの方法を用いてもメタアナ
リシスの結果にはほとんど影響がないと考えられる。
生存分析のメタアナリシスを試みていただきたい。
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1．ミスコンダクトとは

科学研究の不正行為（research misconduct：ミスコ
ン ダ ク ト ） は 、 FFP（ fabrication： ね つ 造 、
falsification：改ざん、plagiarism：盗用）であること
は、良く知られている。また、国内外の不正調査結果
からも、ミスコンダクトは科学界にとってまれな出来
事ではなく、身近に存在するものとして認識されるよ
うになった。例えば、2013年に発表された「第36回
日本分子生物学会・年次企画アンケート集計結果」調
査 1）では、「研究不正を目撃などしたことがありますか」
という質問に対し、「実際に目撃、経験したことがある」
10.1%、「所属する研究室内で噂があった」6.1%、

「近傍の研究室からそのような噂を聞いた」32.3%と、
間接的に見聞きした答えを含めて48.5%になっていた。
不正行為を対象にした1993年のスワジーの古典的な調
査では、FFPを超えて、オーサーシップの誤用、研究資
金の不正使用、ハラスメントなども加えると、直接・
間接的に知っている学生の比率は44%、教員の比率は
50%に上っていた 2）。当時は、驚きを持って受けとめ
られたが、今では当たり前のようにみなされている。
ミスコンダクトの見方に大きな変化が起きたのである。

不正行為について講演を依頼されるとき、ポジティ
ブな演題にし、不正行為という言葉でなく、ミスコン
ダクトを使うようにしている。話しをする側と聞く側
が、ともに協力して研究環境の改良に努め、対策を考
えていくためである。また、できるだけ事実を提示し、
ミスコンダクトを科学的な研究対象として紹介するよ
う努めている。

2．ミスコンダクトといかに向きあうべきか

ミスコンダクトを「あってはならないもの」として、
その存在を強く否定する主導者もいるが、最初に私た
ちが行うべき確認は「その存在を認める」ことである。
そして、人は生きていれば病気にかかるように、研究
者人生にあって、ミスコンダクトという感染症に罹患
する可能性があると認識すべきである。また、飲料水

の汚染された環境下では、下痢を繰り返す。薬剤の投
与で下痢を治すことはできるが、水質を中心に環境の
改善がなされなければ、根本的な対策にはならず、そ
の症状を繰り返すだけである。公衆衛生学的なアプロ
ーチから、環境改善につとめることで、ミスコンダク
トを予防し、その対策が可能となる。

ミスコンダクトをなぜ放置できないのかという問に
たいしては、Gut誌のファーシング編集委員長が、「一
般の人々を科学のミスコンダクトから守ることは、公
衆衛生の一つの側面である。水質や食品の安全性をチ
ェックする機関と同様に、知識や情報の質、そしてそ
の安全性をチェックするシステムが、つねに機能する
よう組織されていなければならない」と述べていた 3)。
社会システムとして、不正であろうと誠実な誤り

（honest error）であろうと、誤りを含んだ情報や間違
った知識を科学界に放置できない。

それだけに、撤回論文を中心とした管理システムを
確立し、誤り情報をコントロールすることが欠かせな
い。発表された論文は、社会で共有する情報になる。
撤回は誤った情報を使ってはいけないと社会に知らせ
るメッセージである。撤回された論文は記録から消去
されるわけではなく、撤回という標識がついて残る。
人間に誤りは必ずあり、ミスコンダクトは「ある」こ
とを前提として考えなければならない。また、撤回を
著者個人の名誉の問題としてよりも、誤った情報流通
を防ぐ社会的対応として理解されるべきである。

3．危ない橋

1991年、学会誌の編集委員長から、著者が留学中に
行った研究発表をめぐるトラブルについて問い合わせ
を受けた。所属学会誌に発表された論文について、米
国の留学先の研究者から盗用を指摘され撤回するよう
要求されているという内容であった。海外留学中の研
究成果を、現地の共同研究者の寄与を無視し、単著論
文として国内の学会誌に和文で発表した事例であった。
著者は、学位申請論文とするために単著とし、日本の
学会誌での掲載であり留学先の研究者からミスコンダ
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クトの指摘が来るとは思いもよらぬ事態であった。海
外の共同研究者は、日本語を読むことはできないが、
MEDLINEデータベースを日ごろから検索し、英文タイ
トルや英文抄録からその論文に気づいたのであろう。
自分たちの寄与を無視しており、明確なオーサーシッ
プ違反であり、さらに盗用に該当する。

学会誌は、編集委員長名で理由を明記した撤回公告
を出し、さらに著者本人による学会誌委員長あての撤
回文を掲載した。具体的な対応は、「生物医学雑誌への
統一投稿規程」を参考にしたが、当時は十分に普及し
ていなかった。この事例は、海外の研究機関と日本の
学会誌を巻き込み、さらに学会の公正な対応が問われ
たといえる。海外研究者が気づかなければ、著者は学
位申請の主論文とし、博士号を取得できたはずである。
事例に関連した対処と意見集約を終えたとき、編集委
員長が不正行為事例に関連して、率直な言葉を伝えて
くれた。「私たちは研究者として成功したが、危ない橋
を渡ってきたともいえる」という述懐であった。日本
の研究社会で許され見逃されてきた不適切な行いが、
研究活動の国際化のなかで問われる時代になった。　

ただし、多くの事例は公にされず、当事者は孤立し、
告発や相談もできず、問題や苦しさを共有できないま
ま放置されていた。処方箋は存在せず、訴えに耳を傾
ける人もいなかったのである。2002年に『科学者の不
正行為』（丸善）を出版してから、時々読者からの相談
が届くようになった。日本の研究組織には、ミスコン
ダクトの事例への対応が整備されていない。

4．産学連携の進行とゴア議員の対応

バイ・ドール（Bayh-Dole）法は、提出した二人の議
員名を示したもので、1980年に制定された。「米国で
連邦政府の資金で研究開発された発明であっても、そ
の成果に対して大学や研究者が特許権を取得すること
を認めたもの。研究開発成果を広く活用できるように
することで、産学連携の推進や、中小企業による公的
研究への参加促進を目的とする」法律である 4）。1970
年代後半に起きた米国の製造業の空洞化から脱却する
ために、大学と連携を強化し製造業を中心にハイテク
産業への構造転換を促進させるものである。大学から
産業界への技術移転（technology transfer）を円滑に
し、産学連携を強めることが要請された。産業界は、
市場のグローバル化のなかで、競争が激化し研究開発
サイクルが短くなり、基礎研究へ資金を投入できなく
なり、大学の基礎研究に関心を持つようになっていた5）。

米国において、バイ・ドール法は経済的な成功をも
たらした法律として評価される一方で、影の部分も存
在し、科学研究におけるミスコンダクトが増大する危
険であった。

バイ・ドール法が成立した翌年1981年、議会は下院
の科学技術委員会で、科学のミスコンダクトについて
の公聴会を開催していた。議会は研究不正への公式な

関心を表明し、バイ・ドール法が内在する影の部分へ
の対策を検討した。会議の冒頭で、ゴア委員長の言葉
が、以下のようにまとめられていた 6）。「私たちは、近
年の不正行為事件を科学史の脚注に吹き流されるエピ
ソードと考えるのか、あるいは、生命科学において、
新たな状況や行動を模索するべき機会とすべきかどう
か」。そして、さらに巨大化した科学の全領域において、

「対応を拡大して検討すべきか。不正は氷山の一角であ
り、科学界の公正さと米国国民の信頼を偽ることにな
る」と述べている。こうして、1980年代における議会
での、議員と科学者の論戦がはじまった。議員の活動
は、納税者であり、研究成果の受容者である国民の声
を受けたものである。日本において、議員も国民もミ
スコンダクトへの関心は低調であり、スキャンダルと
して受けとめたに過ぎない。

5．研究倫理教育へ向けて

2014年度の冬、医学系大学から教員の能力開発をめ
ざすFD（ファカルティー・デベロップメント）プログ
ラムの一環として、研究不正についての講演を依頼さ
れた。講演を企画した教員と、講演前に話しをする時
間があり、近年の悪しき傾向について、率直に語って
くれた。研究倫理や研究不正に関していえば、大学と
して講演会やシンポジウムを行い、さらに大学院の共
通科目などで正式なプログラムとして立案できれば、
大学評価機関から、高い評価を得られる。少なくとも、
大学として、研究倫理に取り組んでいるという印象を
与えることができる。講演会の参加者が少数であって
も、実行したという実績が求められているのである。
現在、研究活動に関していえば、様々なフリが求めら
れ、演じなければならない。例えば、研究業績は右肩
上がりを示す必要があり、助成金や外部資金も増加傾
向を示すよう調整するかもしれない。もちろん、多く
の大学、学協会、学会などからの企画は、この論文不
正問題を真摯に受けとめた結果であるが、なかば形式
的に企画される例もある。

6．事例からの出発

不正申し立てから2年半、分子生物学領域のトップ研
究室をめぐる不正調査報告（第一次）7）が、2014年8
月に公表された。この東京大学加藤研究室の事例は、
教授の強い指導力のもとで、ラボ全体が関係した組織
的な事例であることが特徴である。若い教室員を競わ
せながら、仮説にあったデータを作るよう指導してい
る。あたかも｢捏造・改ざん工場」と呼べる組織が形成
されてきたのである。不正調査に時間を要している理
由は、関係教員が事実を述べず、共謀し不適切な対応
をし、立証妨害行為であると断じている。STAP細胞事
件と並び、日本の科学研究の信頼性が問われる事例で
ある。ただし、報告書は、なぜミスコンダクトが起き



たのか、なぜ長期にわたり気づかれなかったのか、さ
らに研究者をとりまく研究環境の悪化については言及
していない。事件の度に、研究倫理教育の推進が提言
され、報告書ではe-learningプログラムの運用が表明
されているが、ミスコンダクト教材として加藤研究室
の事例から学ぶことは多く、そのためにも十分な検証
が必要になる。
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はじめに

研究生活には英語が必要だ。研究者は英語で論文を
書かないといけないし、英語での研究発表も日常茶飯
事である。最近は日本の学会も国際化され、若い人の
英語プレゼンテーション能力も随分と向上したように
思う。では、英会話はどうだろう。様々な国の人と談
笑したり、議論したりするということが、日本人には
どれくらいできるのだろうか。本稿では、私の研究者
人生で大きな転機となった英語コミュニケーションに
まつわる体験を紹介したい。

自分は英語ができない

35歳のとき、それまで勤めていた東北大学医学部を
退職してスウェーデンに留学した。仙台市のアパート
を引き払い、家財道具のほとんどは岩手県の実家に預
けて、妻と4歳になったばかりの娘と一緒に成田からコ
ペンハーゲン経由便に乗った。ストックホルムに着い
たときには長時間のフライトで家族全員ぐったり疲れ
果てていた。

ポスドク先として決めたのはスウェーデン・カロリ
ンスカ研究所のJonas Frisén教授の研究室だった。彼は
まだ40代ながら組織幹細胞の世界的権威であり、特に
私の留学直前にCell誌に発表された 14Cを用いたヒト組
織年齢測定法の開発は世界に衝撃を与えていた。研究
室はヨーロッパ、アメリカを含め10カ国以上の学生、
ポスドクで構成されていたが、私が初めての日本人ラ
ボメンバーだった。研究室どころか、当時は研究所の
細胞分子生物学部門全体で日本人は私1人で、日本語を
喋るのは家族とだけという生活が始まった。

留学して、こんなにも自分は英語が喋れなかったの
か、ということを痛感した。スウェーデンの公用語は
スウェーデン語だが、研究所での日常会話は英語であ
り、スウェーデンを含めすべてのヨーロッパ人は英語
が堪能だった。私も日本で英語を学び、それなりに会
話ができるつもりでいたのだが、そんなものはほとん
ど役に立たなかった。特に、ポスドクや学生同士の日
常的雑談に全く加わることができなかった。彼らが今
何を喋っていて、どのようなタイミングで会話に入れ
ば良いのか皆目検討がつかない。さらにこれを思い知
らされたのが、毎年 Jonas のラボで開催される恒例の
ラボ・リトリートという行事だった。

Profile

のむら　ただし先生

野村　真 先生

この この人
研究

京都府立医科大学　大学院神経発生生物学　准教授

2000年3月 名古屋大学大学院理学研究科　博士後期課程修了　博士（理学）取得
2000年4月 東北大学大学院医学系研究科　器官構築学分野　助手
2004年4月 東北大学大学院医学系研究科　創生応用医学研究センター　形態形成解析分野　助手
2007年4月 同分野　助教
2007年9月 スウェーデン　カロリンスカ研究所　細胞分子生物学部門　博士研究員
2010年9月 スウェーデン　カロリンスカ研究所　細胞分子生物学部門　上級研究員
2011年4月 京都府立医科大学　神経発生生物学分野　准教授
2012年10月 科学技術振興機構 「細胞機能の構成的理解と制御」さきがけ研究者（兼任）

趣　味： 自然史博物館巡り、動物の骨格や解剖図のスケッチ、模型製作
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ラボ・リトリート

ラボに参加してすぐ、Jonasから「うちのラボではラ
ボ・リトリートというものを行っているので、タダシ
も是非参加して欲しい」と誘われた。毎年夏の終わり
に、ラボメンバー全員が地中海沿岸のリゾート地に1週
間くらい滞在して、サイエンスの議論をするらしく、
その年はイタリアのサルデーニャ島という場所に行く
ということだった。地理に疎い私はそれまでサルデー
ニャ島がどこにあるのかも全く知らなかった。

サルデーニャ島は、イタリア半島の西部に位置する
地中海で2番目に大きな島である。地中海性気候に恵ま
れ、ローマ時代からの遺跡も数多くある世界有数の観
光名所であるが、ラボ・リトリートで滞在した場所は
島の東部の牧羊地帯で、一面荒涼とした草原が広がっ
ていた。リトリートでは主に午前中が研究発表の時間
に費やされた。といっても自分の研究プログレスでは
なく、サイエンスに関して自分が面白いと思う内容だ
ったら何でも良いということだった。午後は自由時間、
夕食後はエゾテリック (esoteric：秘密の) な内容で再
び数時間のディスカッションを行った。これは、人生
において自分が興味を持っていることに関して皆で話
し合うというもので、「人生におけるリスクをどう思う
か」「イスラムのブルカ（女性の覆面衣装）についてど
う思うか」といったハードな内容から、英語早当てク
イズ、ワイン・テイスティングなど皆それぞれ趣向を
こらしたプレゼンテーションを用意していた。

サイエンスの発表はまだ良かったが、自由時間の過
ごし方とエゾテリックディスカッションには心底困っ
てしまった。そもそも雑談ができないのだから何を話
していいのかわからないし、何も話せない。しかも行
ってみて気づいたのだが、ヨーロッパ人は実に話好き
だった。集まると四六時中何か喋っているのだ。すな
わちこれは単に言語の問題だけではなく、言語にどれ
だけ依存して生きるかという問題だ。リトリートが終
わって、最後に皆でレンタカーを借りて島を観光した
のだが、今まで経験したことの無い疎外感を感じ、中
世の城壁も見事な教会の礼拝堂も、全く頭に入らない
ほど疲労してスウェーデンへの帰路についた。

いつになったら喋れるようになるのか？

そんなリトリートが毎年1回必ず行われ、スペインの
コスタ・デル・ソル（太陽海岸）やフランスのニース
など、地中海のリゾート地を巡る旅が続いた。プライ
ベートで行ったらどんなに楽しいだろうと思われる場
所に行く度に自分の英語力の無さに打ちのめされ、リ
トリートが終わるとストレスで持病の潰瘍性大腸炎が
悪化した。リトリートだけではなく、普段の会話でも
様々な内容で議論することが多く、新しい話題で会話
をするとその度に自分の言いたいことが言えずに苦労

した。100人くらい集まるパーティーに出向くと日本
人は自分1人だけだったこともあった。隣に座った初対
面の人と2時間くらい喋らないといけないこともあっ
た。パーティーなんてもう二度と行きたく無いと思っ
たが、ヨーロッパはパーティー文化なので出席せざる
を得なかった。皆でテーブルを囲んで議論して、最後
に「タダシはとても大人しかった」と言われると落ち
込んで泣きそうになった。そんな経験が続くうちに、
あることに気づいた。それは、同じメンバーで生活を
していれば、必ず同じ話題が会話に登場するというこ
とだ。人間、生活様式が同じであれば、その中での会
話の内容、イディオムも似通ったものとなる。だから、
過去に喋った話題はどこかで必ず再び話題になるのだ。
そこで私は一度うまく喋れなかった話題について、一
体あの時英語でどんなふうに言えば良かったのか、あ
の時出てこなかったあの語句は英語で何と言うのか、
深く考えたり調べたりするようになった。最初、外国
語学習は階段を上る様に上達していくのだと思ってい
たが、実際のところそれは階段では無く、敷き詰めら
れた石畳のようなものだった。それぞれの踏み石ごと
に違う話題とイディオムが提供されているので、踏ん
だことのある石の数をできるだけ多くすること、要す
るにどれだけ多くの人とどれだけ違う話題で会話をし
たかによって会話力は左右される。そのためには、で
きるだけ様々な人と、多様な内容で会話をするという
経験が必要不可欠なのだ。

面白い人間でいること

様々な人と様々な話題で喋り続けるにはどうしたら
良いだろう。言語的にハンディがある場合、話の内容
を面白くしてオチをつけるか、面白い行動をとって皆
の注目を浴びるのは良い方策だ。最初のリトリートで、
各自の特技を皆の前で披露することになった。窮地に
陥った私は大学時代に覚えたソーラン節を歌いながら
皆の前で踊った。これには皆かなり驚いたようだった。
2回目のリトリートの時、夕食の会話の中で自分のエピ
ソードを3つ紹介して、その中に1つ嘘のエピソードを
交えて皆に当てさせようということになった。この題
目にも本当に困ったが、とっさに「僕は妊娠検査薬で
妊娠チェックをしたことがある」というエピソードを
思いついた。スウェーデンで妻が妊娠したときに僕が
行った実話なのだが、これは皆にかなり衝（笑）撃的
だったようで、Jonasも「いやー、ネガティブコントロ
ールは必要でしょう」と言いながら爆笑していた。

できるだけ多くの人に自分のことを覚えてもらおう
と思ったので、研究所の部門横断セミナーでは、どん
なに研究分野が違っていても必ず毎回質問するように
した。さすがに毎回発言すると皆覚えてくれたようで、
知らない学生やポスドクから声をかけられるようにな
った。異国で日々生活していると困ったことも次々に
起こったが、その度に「この体験をどのように英語で
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面白おかしく話そうか」と思いながら過ごした。息子
が嘔吐下痢でカロリンスカ病院に入院したり、引っ越
したアパートが改装中で風呂とトイレが使えなかった
りしたときも、ちょっとしたエピソードを家族で共有
したり友人に話したりすることで自分達の境遇を笑い
に変えてみた。研究所の知り合いだけでなく、妻の妊
娠と出産を通して知り合った助産婦や看護婦、整体師、
そして娘や息子の通っていた保育所や小学校の先生、
クラスメートの家族と様々な話をした。ヨーロッパだ
けでなく、中国、ネパール、インド、パキスタン、イ
ラン、トルコ、エジプトといった様々な国の人達と家
族ぐるみの付き合いがあり、それは英語という石畳を
一つ一つ踏む貴重な経験だった。

研究は英語で廻っている

結局のところ、日々のお喋りの延長に研究の議論が
存在するので、Jonas もラボメンバーもとにかく一日中
何かを喋っていた。研究のテーマも、研究計画も、も
ちろんデータの解釈も、すべてが深く吟味されなけれ
ばいけない対象であり、PIの仕事の大半はラボメンバー
との議論に費やされているようだった。このような議
論を通して、現在の進行中のテーマがどのようなイン
パクトを持つのか、これからエポックメイキングな研
究を展開するにはどのようなテーマを選ぶべきかが常
にラボの中で討論されていた。自分の書いた論文の原
稿の序章（イントロダクション）が Jonas の手によっ
て格調高い文章に変化した瞬間が忘れられない。研究
を遂行する上で一番重要なことは、「我々の研究によっ
てもたらされた知見は、サイエンスにおいてどのよう
な普遍的意味を持つのか？」という、普段のベンチワ
ークでの思考より一段階高次の議論であった。これは
時として、考えるよりも手を動かすことが重視される
日本では経験したことのない思考トレーニングであっ
た。　　

スウェーデン人を始めヨーロッパ人のほとんどは母
国語以外に英語を使用しており、意志伝達手段として
英語の使用方法も彼らから深く学ぶことができた。文
化的背景が国によって全く異なるので、いわゆる「あ
うんの呼吸」とか「以心伝心」などという感覚は全く
無い。状況説明はすべて相手に判りやすく、また決し
て感情的にならず理論的に行われる必要がある。その
点、Jonas の語り口は常に穏やかで、論理的でかつ非常
に明解で、私はいつも彼のように英語を喋りたいと思
っていた。彼だけでなく、ラボメンバーだったMaggie
や Christian、その他多くの友達が私の英語の師匠であ
る。彼らと日々話すことで、様々なイディオムとその
使い方を実体験によって学ぶことができた。良いデー
タが出たのでプリントして Jonas に見せたとき、彼が
紙を指で弾いて「 Fabulous !（素晴らしい！）」と叫ん
だ。ああ、この単語、こういう時に使うのか、とその
時心から思った。

おわりに：ユーモアを持って生きよう

日本での再就職先が内定した2010年、最後のリトリ
ートをポルトガルの港町で過ごした。このリトリート
では、帰国してからの研究者生活を捧げることを決意
していたテーマ「神経幹細胞の動態と大脳皮質の進化」
について研究発表した。恒例のエゾテリックなテーマ
は、スウェーデンやポーランド出身のポスドク仲間と
共同して「エスニックジョーク」にまつわるクイズを
計画した。どちらの発表も皆の興味を惹くことができ、
この年のリトリートは本当に楽しかった。地中海の青
い海と白壁の家々は美しく、そこで友人達と喋った
日々が今でも忘れられない。

多様な文化を持つ人と一緒に仕事をするにはユーモ
アが必要だ。ユニークな人だと周知されれば皆が声を
かけてくれるし、それで会話力も向上して、お互いの
信頼関係も深まる。結局のところ研究は人が行うもの

子供はすぐに外国語を覚えるから良い、とよく言われる。
しかし子供は、文字通り生きる為に必死に言語を学習する。

娘は辛抱強く英語を学び続け、3年後にはクラスメートと完璧に英語でコミュニケーションをとっていた。



だから、その人物がユニークでなければ面白い発想は
生まれないだろう。ヨーロッパ人と比較して、日本人
は明らかに勤勉で真面目だ。それはとても良いことだ
が、真面目なだけの人間ではつまらないと思っている。

振り返れば3年半ちょっとの留学生活だった。私より
ずっと長く海外に滞在している人や海外でラボを持っ
ている人、永住を決めた人達の話を聞くと心から敬服

する。今、さきがけ研究という研究予算の支援で知り
合った方々も本当に素晴らしく、その聡明さとユニー
クさに心うたれている。皆不安定なポジションで必死
に研究を続けている状況を見る度、自分よりも若い人
達に恥ずかしくないように、常に高い意識とアクティ
ビティーを維持しつつ、誰も思いつかないユニークな
研究テーマを探求していこうと心に決めている。
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ポルトガルでのラボ・リトリートで撮った集合写真。前列左から二人目が筆者、筆者の右隣がボスのJonas。

2009年、ニースの海岸にて

留学中はカメラを持つ代わりに小さなスケッチブックをいつも持ち歩いた。
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はじめに

IMICでは約10年前より医薬品インタビューフォーム
やくすりのしおりの作成・改訂業務を承ってきました
が、本業務はさらに拡大し、現在では資材作成サービ
スとして IMIC事業の一つの大きな柱を形成しつつあり
ます。具体的には、医薬品インタビューフォーム、新
医薬品の「使用上の注意」の解説、製品情報概要、患
者向け指導箋、くすりのしおり、患者向医薬品ガイド
などの適正使用情報関連資材のほか、文献リーフレッ
ト、学会報告サマリーなどのプロモーション資材、MR
教育用資材など、業務の対象が広がっています。これ
ら資材の新規作成・改訂は年々ご依頼が増加しており、
平成25年度には20社以上の企業様から同時に多数のご
依頼をいただくまでに拡大いたしました。
IMICの本サービスが信頼され、受け入れられてきた

理由としましては、大きく分けて二点あると考えてい
ます。一点は IMICが元々備えている財団内の各領域の
スペシャリストたちとタッグを組み、特に内容に関し
て質の高いプロダクトを提供できている点、もう一点
は幅広く資材作成を行っていることにより、製薬会社
ご担当者様のパートナーとして管理を一部代行し、ご
担当者様のご負担を軽減できる点です。今回はその二
点に重点を置き、本サービスについてご紹介させてい
ただきます。

プロフェッショナル集団による
高品質なプロダクトの提供

IMICの資材作成業務担当者は製薬会社での勤務経験
があったり、医学・薬学のバックグラウンドを持つメ
ディカルライターを軸に、業務ディレクター、校正
者・校閲者、DTPオペレーターを含む様々な分野のプ
ロフェッショナルにより構成されています。また、た
とえば医師向けリーフレットの作成では自部署だけで
なく、最適な文献を選択するために専門のデータベー
スサーチャーと連携したり、資材に使用する図表の転
載では著作権許諾部門に協力を仰いだりと、他部署と
連携して取り組む場合も多くあります。IMICでは、自
財団が擁する各領域のスペシャリストと連携してサー
ビスを提供できます。このことが当財団の一番の強み
と言えるのではないかと考えます。

また、業務は独自の標準作業手順書（SOP）、品質保
証体制に基づいて行い、当然のことながらプロモーシ
ョンコード、記載要領等に則って作成しています。適
正使用情報に関連する資材はデザインや見せ方だけで
なく、ルールを逸脱することなく必要な情報を記載す
ることが求められます。お客様の意向を汲みつつ、時
には規則に照らしてアドバイスを加えながら、医師、
薬剤師、患者様に有用な情報を提供できる資材の作成
を目指しています。さらに、QCには定評があり IMIC
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以外で作成された資材の校正作業のご依頼も多くいた
だいております。

もともと文献の検索・収集、翻訳、抄録作成に関し
て質が高いと定評のあった IMICですが、そのリソース
を活用すべく開始した業務であるだけに、一番の基本
となる原稿作成の質には特に自信があり、高い評価を
いただいているのではと考えます。

ご担当者様の管理負担の軽減

添付文書の改訂に連動して、改訂が必要となる適正
使用情報関連の様々な資材があります。これらのバー
ジョンや旧版からの持越し事項を間違えずに漏れなく
管理するのは意外に面倒なものかと思います。IMICで
は改訂・管理までを承る場合、ご担当者様に代わって
バージョンや残案件をシステマティックに管理してお
ります。使用上の注意等の改訂時には添付文書や社内
資料など、必要な資料をお送りいただくだけで、管理
している関連資材の改訂要否を判断し、持越し事項も
反映させながらまとめて改訂します。

また、これらの関連する資材を異なる会社に別々に
依頼しますと、複数社に同様の指示を出したり、同じ
資料を何度も送付しなければならないなど依頼の準備
自体が煩雑になります。IMICは上述のとおり様々な資
材に対応していますので、まとめてご依頼いただけま
すし、記載用語の統一が図れるというメリットもある
と考えています。

さらに、最近では IMICで持っていない機能を補完す
るため、デザイン会社、印刷会社など、社外の提携企
業のネットワークも充実しつつあり、ご要望に応じて
印刷の手配やご要望のデザイン会社の仲介、やり取り
なども代行することができます。

このように、ご担当者様の作業負荷を極力軽減した
形でご依頼いただけることも、本サービスのご利用が
増加している一因かもしれません。

今後に向けて

これらの資材は医薬品の適正使用の推進や適切なプ
ロモーションのために欠かせないものであり、今後も
多数のご依頼が見込まれています。そのような中で安
定して質の高いプロダクトをご提供するためには、機
械ではできない人の知識、スキルによるところをいか
に強化していくかにかかっていると考えています。今
年度の事業計画書には財団全体をあげて教育体制を整
備していくことが盛り込まれており、内部・外部の研
修やOJTなどを活用しながら担当者のスキルアップや人
材育成に努めています。

外見の装いだけでなく、正直で実のある資材をお届
けできるようこれからも努めてまいります。機会がご
ざいましたら本サービスを是非ご利用いただけますよ
うお願い申し上げます。



■今年もアラームだらけの不快な夏がやってきました。台風、地震、
津波以外でも、ほぼ毎日、熱中症、大雨洪水、雷や竜巻、気象環境に
関する警報や注意報が発せられています。アラーム過多社会は、アラ
ームへの依存性を高めると同時に、必然的に、アラーム不感症者を増
やしています。朝、TVの天気予報を見て、「こんなの人間が暮らせる環
境じゃないよな」と独りごちしながらも、毎日がのどかに過ぎて行っ
ています。もうアラームに慣れてしまって、肝心のリスクを感知する
身体感覚が起動しないのです。これでは、いざ！という時に、初動の
遅れが致命傷となりかねません。本当はこういう状況が危機的なのか
も知れません。アラームの発信サイドには、マンネリ化を防ぐ工夫を
求めたいと思いますが、やはり私たち受信する側にも、自己防衛上、
常に身体感覚をセンシティブに維持する構えが必要なのです。どうや
ら私たちはデンジャラスな環境のもとで生きているようですから。

（編集長）

■夏といえば花火。夜空に咲く大輪の花。なんともきれいですね。近
くで観るナイアガラの滝も素敵ですが、電車の車窓からや、海岸沿い
に遠くに観える、偶然出会う花火大会も好きです。本号を手にする頃
には近郊の花火大会はほぼ終わっていますが、今度は手持ち花火で夕
方の涼しい風を楽しんではいかがでしょうか。（うさぎとかめ）
■はじめまして。本号からあいみっく編集委員を務めさせていただく
ことになりました。今後とも宜しくお願いいたします。先日15年ぶり
にTDLに行きました。社会人になってからなかなか行く機会がなかっ
たのですが、6月いっぱいでキャプテンEOの公開が終了するというこ
とで、マイケルの雄姿を観に行ってきました。まわりの人はマイケル
ファンばかりで一緒に歌ったり踊ったりしていましたが、自分はつい
ていけず、全く楽しめませんでした・・・。（274）

作・絵

A. K.

編集後記



（一財）国際医学情報センターは慶應義塾大学医学情報センター（北里記念医学図書館）を母体として昭和47年に発足し
た財団です。医・薬学分野の研究・臨床・教育を情報面でサポートするために国内外の医・薬学情報を的確に収集・分析し、
迅速に提供することを目的としています。
医学・薬学を中心とした科学技術、学会・研究会、医薬品の副作用などの専門情報を収集し企業や、病院・研究機関へ提供
しています。またインターネットなどを通じて一般の方にもわかりやすい、がん、疫学に関する情報を提供しています。 
昨今では医薬品、医療機器に関する安全性情報の提供も充実させております。また、学会事務代行サービスや診療ガイドラ
イン作成支援、EBM支援なども行っております。
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ファーマコビジランスサービス

■ 受託安全確保業務
GVP省令に定められた安全管理情報のうち、「学会報告、文献
報告その他の研究報告に関する情報」を収集し、安全確保業
務をサポートするサービスです。

■ Medical Device Alert
医療機器製品の安全性（不具合）情報のみならず、レギュレー
ション情報、有効性までカバーする平成17年度改正薬事法対
応の市販後安全性情報サービスです。

■ SELIMIC Web
SELIMIC Webは、国内文献に含まれる全ての医薬品等の安
全性情報をカバーする文献データベースです。

■ SELIMIC Web Alert
大衆薬(OTC)のGVPに対応した安全性情報をご提供するサ
ービスです。

■ SELIMIC-Alert（国内医薬品安全性情報速報サービス）
医薬品の安全性に関する国内文献情報を速報でお届けするサ
ービスです。

■ 生物由来製品感染症速報サービス
平成17年度改正薬事法の「生物由来製品」に対する規制に対
応したサービスです。

文献複写・検索サービス

■ 文献複写サービス
医学・薬学文献の複写を承ります。IMICおよび提携図書館所
蔵資料の逐次刊行物（雑誌）、各種学会研究会抄録・プログラ
ム集、単行本などの複写物をリーズナブルな料金でスピーディ
にお届けします。

■ 文献検索サービス（データベース検索・カレント調査）
医学・薬学分野の特定主題や研究者の著作（論文）について、
国内外の各種データベースを利用して適切な文献情報（論題、
著者名、雑誌名、キーワード、抄録など）をリスト形式で提供す
るサービスです。

■ 著作権許諾サービス
学術論文に掲載されている図や表を、自社プロモーション資材
へ転載するために権利処理を行うサービスです。

ハンドサーチサービス

■ 国内医学文献速報サービス
医学一般（医薬品以外）を主題とした国内文献を速報（文献複
写）でお届けするサービスです。

■ 国内医薬品文献速報サービス
ご指定の医薬品についての国内文献の速報（文献複写）をお
届けするサービスです。

翻訳サービス

■ 翻訳：「できるだけ迅速」に「正確で適切な文章に訳す」
医学・薬学に関する学術論文、雑誌記事、抄録、表題、通信文。
カルテなど、あらゆる資料の翻訳を承ります。和文英訳は、
English native speakerによるチェックを経て納品いたします。

■ 英文校正：「正確で適切な」文章を「生きた」英語として伝
えるために
外国雑誌や国内欧文誌に投稿するための原著論文、学会抄録、
スピーチ原稿、スライド、letters to the editorなどの英文原
稿の「英文校正」を承ります。豊富な専門知識を持つEnglish 
native speakerが校正を行います。

データベース開発支援サービス

■ 社内データベース開発支援サービス
的確な検索から始まり文献の入手、抄録作成、索引語付与、そ
して全文翻訳まで全て承ることが可能です。

■ 文献情報統合管理システム「I-dis」
開発やインフラ構築のコストを抑えた、ASP方式の文献データ
ベースシステムをご提供します。文献情報以外にも、社内資料
や資材などの管理が可能です。

■ 抄録作成・検索語（キーワード）付与サービス
ご要望に応じた抄録を作成致します。日本語から英語抄録の
作成も可能です。

■ 医薬品の適正使用情報作成サービス
医薬品の適正使用情報作成サービスは「くすりのしおり」「患
者向医薬品ガイド」等の適正使用情報を作成するサービスで
す。

学会・研究支援サービス

■ 医学・薬学学会のサポート
医学系学会の運営を円滑に行えるように事務局代行、会議運
営、学会誌編集などを承ります。

■ EBM支援サービス
ガイドライン作成の支援など、経験豊かなスタッフがサポートい
たします。

出版物のご案内

■ 医学会・研究会開催案内(季刊)
高い網羅性でご評価いただいております。




